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Ⅰ  行財政改革２０２５の方向性  

 

 

１  策定に当たって  

 

 ⑴  行財政改革とは  

地方自治体の最も重要な役割は、地方自治法により住民の福祉の

増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果 を挙げることと定

められています。そして、行財政改革はこれを実現するために、 時

代に即した行政需要に的確に対応 し、制度や組織、運営の在り方を

見直し、行財政運営の適正化・効率化を図るものです。  

    行財政改革２０２５では、時代背景を踏まえた課題や行政需要を

的確に捉え、優先的に取り組むべき項目を明確にすることで、戦略

的に経営資源を配分し、高い実効性を確保してまいります。  

 

⑵  時代背景  

    現在、我が国では人口減少や少子高齢化が急速に進んでおり 、生

産年齢人口が減少することで全国の自治体では、今後、大幅な税収

の減少と職員数の減少が見込まれています。その反面、社会保障関

連経費は増加し続け、高度経済成長期に建設された公共施設の老朽

化が一斉に進むことで、多額の維持管理費用が必要とされています。

さらに、地球温暖化の影響等による 暑さ対策や自然災害対策にも多

額の費用を必要としており、自治体経営は非常に厳しい局面を迎え

ています。また、令和２年以降続く新型コロナウイルス 感染症の感

染拡大は、市民サービスにもパラダイムシフト ¹とも言うべき大きな

変化を引き起こすなど、市を取り巻く環境はかつてないほどのスピ

ードで変化しています。  

    このような時代において、引き続き 市民の福祉の増進 を図り、小  

 
¹　その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や理想、社会全体の価値観などが革命的又は劇的に変化すること。
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金井市を「選ばれるまち、選び続けられるまち 」とするためには、時

代に即した行財政改革に全庁を挙げて取り組む必要があります。  

 

 

２  これまでの行財政改革について  

 

⑴  行財政改革大綱について  

本市では、平成９年に行財政改革大綱を策定して以来、 約四半世紀

にわたり全庁を挙げて行財政改革に取り組んでまいりました。 平成９

年当時、本市は長引く不景気と少子高齢 化社会が進行する中で、 中央

線高架化事業の開始も重なり、地方分権等への対応と、遅れていた「ま

ちづくり」を早急に進める必要がありました。しかし、平成７年度に

財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率が全国ワースト

１となり、平成９年度には退職金を 支払うことができず退職手当債を

発行するなど、 当時は、とても まちづくりを進められる ような財政状

況にはありませんでした。このため、「財政再建」が市の経営上の最重

要課題となり、硬直化した歳出構造の改善と、職員数の削減に重点を

置いた行財政改革に 全力で取り組むこととなりました。その結果、現

在も一部進行中ではあるものの、 ま ちづくりが大きく進み、 まちの魅

力が向上することで人口と税収の拡大を図ることができました。  

 

＜これまでの行財政改革の個別取組＞

名称 計画期間 取組項目

行財政改革大綱
平成９年度～平成１４年度
（平成９年９月～平成１５年３月）

９９項目

第２次行財政改革大綱
平成１４年度～平成１９年度
（平成１４年６月～平成２０年３月）

９２項目

第２次行財政改革大綱
（改訂：２年間延長）

平成１４年度～平成２１年度
（平成１４年６月～平成２２年３月）

１２１項目

第３次行財政改革大綱
平成２２年度～平成２７年度
（平成２２年５月～平成２８年３月）

７７項目

アクションプラン２０２０
※行財政改革プラン２０２０

平成２９年度～令和２年度
（平成２９年９月～令和３年３月）

１５４項目

※行財政改革プラン２０２０（平成２９年４月策定）の計画期間は平成２８年度～令和２年度
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⑵  行財政改革プラン２０２０について  

    行財政改革プラン２０２０では、経常収支比率９ ０％未満、類似

団体最少の職員数、全職員による本気の改革を目標とし、１１の重

点取組項目を定め、これを達成するための具体的な取組をアクショ

ンプラン２０２０により１５４項目積み上げました。この１５４の

取組を各課がＰＤＣＡ ²サイクルで進行管理し、見える化に努めなが

ら取り組んだ結果、経常収支比率と職員数の目標は達成できなかっ

たものの数多くの取組で行革が進み、職員の行財政改革に取り 組む

姿勢を育むことができました。一方で、取組項目数が過去最大とな

ったことから、行財政改革市民会議からは、「市がどこに重点を置い

ているのか分かりづらい。次期計画では重点取組を明確化したプ ロ

グラム型の計画としていく必要がある。」等の提言をいただきまし

た。

 

 

＜行財政改革プラン２０２０の重点取組について＞

重点取組 取組の方向性 取組項目

1 税収等の確保
市税収納率の確保、維持、市税滞納者の減に
合わせた税以外の債権管理の強化

7項目

2 新たな財源の確保 寄付金募集強化、広告収入等 6項目

3
コスト管理
特別会計の健全化

コストの最適化、低未利用地の活用・処分、
特別会計の健全化

17項目

4
公民連携アウトソーシングの
推進

保育園、学童（２所）、児童館、図書館、公
民館センター化

29項目

5
補助金・受益者負担・給与水
準の適正化

補助金等見直し、公民館有料化、がん検診の
有料化

28項目

6 職員数の適正化、重点配置 定員管理計画策定、人員削減 10項目

7 職員の意識改革 職員・職場から改善・改革運動 4項目

8 多様な任用形態の活用
職員は政策判断等業務に集中、補助的業務の
非常勤化

35項目

9 組織機構の改革
平成３０年度と新庁舎竣工時の２回の組織改
正

12項目

10
市民・市議会・行政による一
体的推進

三者一体の行財政改革、成果と課題の見える
化

3項目

11 進行管理の強化 ＰＤＣＡサイクルの強化 3項目

※取組項目はアクションプラン２０２０で設定 154項目

²　Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善行動）の頭文字をとったもので、計画から改善までを１サイクル

とし、繰り返すことにより、継続的な業務の改善を図る手法のこと。
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３  第９期行財政改革市民会議からいただいた提言等  

 

 ～行財政改革プラン２０２０の課題と今後の方向性につい て～  

ア  行 財政 改 革プ ラン ２ ０２ ０ は取 組項 目 が１ ０ ０ 以 上あ り 、重 要 取

組が不明確。その結果、重要取組達成までの 見通しが立っていない。

重要 取 組 の明 確 化 と達 成 ま での プ ロ グラ ム を 示し 、 重 点的 に 進 行 管

理する必要がある。  

イ  保 育園 等 の課 題が 解 決で き てい ない た め、 職 員 削 減 等 が 進ん で い

ない。今後、行政全体では業務量が増加する一方、総職員数は増やす

ことができない中、公民連携アウトソーシングが行政の基本となる。

公民連携を基本に、アウトソーシングや民間企業等との協働・共創を

推進する必要がある。  

ウ  取 組項 目 の進 行管 理 が不 十 分で ある 。 取組 の 目 的 と成 果 を見 え る

化し、積極的に事業の見直しを行う必要がある。  

エ  職 員の 意 識改 革が 不 十分 で あり 、改 革 意 識 の 更 な る醸 成 と人 材 育

成基本方針と連携した人財育成が急務である。  
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４  本市の現状  

 

 ⑴  公民連携・アウトソーシングの傾向  

   行財政改革２０２５策定に向け、第９期行財政改革市民会議から

は、「今後、公民連携アウトソーシングが行政の基本となる」との 御

提言をいただいております。  

総務省では、毎年度「地方行政サービス改革に関する取組状況等の

調査」を実施しており、民間委託等が可能とされている業務の各市の

状況を公表しています。公共施設等の設置状況は市によって異なるた

め単純な比較はできませんが、都内類似団 体７市と本市を比較するこ

とで、この課題への各市の対応等を確認することができます。  

 

＜委託化（指定管理を含む。）が可能とされている業務の委託化率 ＞  

 

業務種別 小金井市 類団７市平均 備考

小学校用務員事務 0.0% 14.3% ７市中１市のみ委託導入済み

中学校用務員事務 0.0% 14.3% ７市中１市のみ委託導入済み

小学校給食 55.6% 73.7% ７市中４市がセンター方式と併用

中学校給食 100.0% 78.6% ７市中４市がセンター方式併用、２市が弁当外注

体育館 100.0% 83.2% ７市中１市を除き１００％委託化済み

競技場 100.0% 95.9% ７市中１市を除き１００％委託化済み

プール 100.0% 100.0%

産業情報提供施設 100.0% ― 本市のみ設置「東小金井事業創造センター」

公営住宅 50.0% 33.3% ７市中１市は公営住宅未設置

駐車場 0.0% 66.7% ７市中４市は駐車場未設置

図書館 50.0% 68.5%

博物館 0.0% 30.0% ７市中２市は博物館未設置

公民館 40.0% 40.0% ７市中２市は公民館未設置

市民会館 100.0% 33.3% ７市中４市は市民会館未設置

文化会館 100.0% 66.7% ７市中４市は文化会館未設置

合宿所・研修所等 100.0% 100.0% ７市中６市は合宿所・研修所等未設置

介護支援センター 100.0% 0.0% ７市中６市は介護支援センター未設置

福祉・保健センター 75.0% 81.4%

保育園 0.0% 53.3% ７市中２市は公立保育園未設置

学童保育所 55.6% 84.7%

児童館 25.0% 61.1% ７市中１市は児童館未設置

※類似団体（Ｒ3.4.1現在）：武蔵野市、青梅市、昭島市、東村山市、国分寺市、東久留米市、多摩市
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⑵  職員数の傾向  

行財政改革の推進において、職員数の適正化は全国自治体の共通の

課題です。平成２３年度からの１０年間で、本市と都内の類似団体７

市がどのように職員数の適正化に取り組んできたかを確認すると、 構

成比の変化から、他市ではその他職員数の見直しが特に進んでいる こ

とが分かります。  

適正な職員数については、各市の政策や特殊事情等によって異なる

ため単純な比較はできませんが、人口減少社会も踏まえ、本市が更な

る職員数の適正化に取り組む上で参考とすることができます。  

 

＜職種別職員数の内訳（都内類似団体比較＞  

 

 

差引

一般 その他 合計Ａ 一般 その他 合計Ｂ Ｂ-Ａ

483人 242人 725人 463人 214人 677人 △ 48人
割合 66.6% 33.4% 100.0% 68.4% 31.6% 100.0% －

増減率 － － － △ 4.1% △ 11.6% △ 6.6% －

675人 338人 1013人 731人 197人 928人 △ 85人
割合 66.6% 33.4% 100.0% 78.8% 21.2% 100.0% －

増減率 － － － 8.3% △ 41.7% △ 8.4% －

639人 821人 1460人 608人 872人 1480人 20人
割合 43.8% 56.2% 100.0% 41.1% 58.9% 100.0% －

増減率 － － － △ 4.9% 6.2% 1.4% －

504人 205人 709人 510人 116人 626人 △ 83人
割合 71.1% 28.9% 100.0% 81.5% 18.5% 100.0% －

増減率 － － － 1.2% △ 43.4% △ 11.7% －

564人 260人 824人 585人 205人 790人 △ 34人
割合 68.4% 31.6% 100.0% 74.1% 25.9% 100.0% －

増減率 － － － 3.7% △ 21.2% △ 4.1% －

469人 235人 704人 491人 163人 654人 △ 50人
割合 66.6% 33.4% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% －

増減率 － － － 4.7% △ 30.6% △ 7.1% －

392人 242人 634人 419人 172人 591人 △ 43人
割合 61.8% 38.2% 100.0% 70.9% 29.1% 100.0% －

増減率 － － － 6.9% △ 28.9% △ 6.8% －

690人 132人 822人 722人 122人 844人 22人
割合 83.9% 16.1% 100.0% 85.5% 14.5% 100.0% －

増減率 － － － 4.6% △ 7.6% 2.7% －

※　一般：一般行政職等、その他：保育士、保健師、技能労務職など

※　青梅市の「その他」には市立病院職員が含まれる。　　　　　　　　　　　

※　各年度　４月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　　　＜多摩地域データブックより＞

東村山市

国分寺市

東久留米市

多摩市

年度

市

小金井市

平成23年度 令和２年度

武蔵野市

青梅市

昭島市
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 ⑶  歳出見直しにおいて優先すべき課題  

行財政改革の推進において、歳出の見直しは基本となりますが、そ

の中でも特に多額の費用を要する事業については、その在り方を含め

優先的に見直す必要があります。そして今、全国の自治体では 税収の

減少が見込まれている中で、公共施設等の老朽化問題が共通の 経営課

題となっています。本市の現存する公共施設等も、単純に更新してい

った場合に必要となる経費を向こう３０年間で試算すると、実際には

年度によりばらつきはあるものの、平均すると毎年５０億円以上の経

費が必要となります。必要な市民サービスは維持しながらも、持続可

能な財政運営を実現するためには、時代に即した公共施設等の 在り方

を検討し直すことがポイントとして見えてきます。  

 

＜公共施設等を耐用年数経過時に単純に更新した場合の費用見込み＞  

（令和４年度から令和３３年度までの ３０年間分）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築系公共施設 土木系公共施設 合計

更新費用総額 ７５３億円 ８４７億円 １，６００億円

年平均額 ２５億円 ２８億円 ５３億円

※１億円未満の端数はそれぞれ四捨五入

※庁舎等（現庁舎関連・新庁舎・（仮称）新福祉会館）の費用を除く。
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５  行財政改革２０２５で目指す将来像  

 

 ⑴  これからの経営課題と必要な行財政改革  

市が実施する取組は、基本的に全て「市民の福祉の増進」という大き     

な一つの目的につ ながっており、行 財政改 革は 、こ の 目的を 達成 する

ために 必要 な組 織 を整備 する ため の 手段 となります。市民の福祉の増

進を図る上 で必要 な組織の課 題は時 代ごとに異 なり、 この課題に 即し

た解決策を 重点取 組として実 践する ことで、 市 民の福 祉の増進を 図り

続けることができる組織としていきます。  

総務大臣主催の「自治体戦略２０４０構想研究会」では、人口減少社  

会という時 代背景 を踏まえ、 自治体 が市民サー ビスを 持続的かつ 安定

的に提供していくためには、スマート自治体 ³への転換と、公共私によ

るく らし の維 持等 が必 要 であると報告しており、新型 コロナウイルス

感染症の感染拡大が、この必要性を加速させました。  

本市においては、現在もまちづくりが進んでいるため、人口は微増傾

向にありますが、第２期小金井市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、

本市の人口 も令和 １３年（２ ０３１ 年）をピー クに減 少すると推 計し

ており、人口 減少 社会への 適応は 、 本市にと っても 今 から取り 組まな

ければならない重要な課題 です。また、令和２年以降の、コロナ禍にお

ける、市民サービスや働き方の変容等にも適応する必要があり、今後、

市民の福祉 の増進 を図り続け るため には、これ らの課 題を解決す る取

組に重点を 置いた 行財政改革 に取り 組む必要が ありま す。このた め、

本市でもス マート 自治体への 早急な 転換を目指 すとと も に、市民 サー

ビスをこれ までの ようにフル セット で行政が行 うので はなく、 多 様な

主体により実践する仕組みの構築に取り組む必要があります。  

 

 

 

 

 

³　ＡＩ（人工知能）やＲＰＡのようなソフトウェアロボットなどの技術を駆使して、定期的な業務を自動化したり、共通基盤を

用いて効率的にサービスを提供したりすることを可能とした自治体の在り方

１　スマート自治体への転換

２　多様な主体による市民の福祉の増進

目指す将来像
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⑵  本市の行財政改革の建付け  

本市では、平成９年に行財政改革大綱を策定以降、行財政改革を経

営方針の中心に位置付け、特に「歳入の確保」、「無駄な歳出の削減」、

「職員数の適正化」、「人材の育成」を基本としながら、この推進によ

り市民サービスの維持向上に努めてきました。  

本市が実施する行財政改革は、これら４つの取組を常に基本としつ

つ、その時々の経営課題を解決する取組を特に重点取組と定め、期間

を設定して計画的に取り組むものとしています。  

 

 ※第２次行財政改革大綱には改訂版を含みます。  

 

⑶  計画期間  

    行財政改革２０２５は、「第５次小金井市基本構想 ⁴」（令和３年

度～令和１２年度）の前期基本計画（令和３年度～令和７年度）に

おける行財政改革の方針を定めるものとして、前期基本計画と同様

に令和７年度（２０２５年度）までを計画期間とします。  

    なお、行財政改革２０２５の始期は、本計画策定が令和４年８月    

であることから令和４年度としますが、令和３年度においても行財

政改革の不変的な取組と、アクションプラン２０２０の継続取組に

ついては継続して実施しています。  

 

 

歳入の確保 無駄な歳出の削減 職員数の適正化 人材の育成

≪行財政改革の４つの不変的な取組≫

行財政改革

大綱
第２次行財

政改革大綱
第３次行財

政改革大綱

行財政改革

プラン2020

行財政改革

2025

第一層

第二層

基本

期間設定

H9.9～ H14.6～ H22.5～ H29.4～ Ｒ4.8～

アフターコロナ

ニューノーマル時代

⁴　市の最上位の長期総合計画で、市の将来像を示し、その実現に向けた基本姿勢や政策の取組方針を示すもの
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コラム   

 

〇ニューノーマルとは？  

小金井市行財政改革２０２５では、新型コロナウイルス感染症 感

染拡大を契機とした「新たな日常」をニューノーマルと表し 、やが

て「当たり前の日常」となることを踏まえ、これに対応した市民の

福祉の増進を目指してまいります。  

もともとニューノーマルという言葉は、 世界経済が危機に瀕した

際に、ゼロ金利政策等が採られるなど、避けがたい構造的な変化が

生じた際に使われてきました。  

そして現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、世界中の

人々に「新しい生活 様式」、「新たな日常」への適応を余儀なくさせ、

今後、「新たな日常」は「当たり前の日常」になるとされています。

 

〇自治体戦略２０４０構想研 究会とは？  

   高齢者（６５歳以上）人口が最大となる２０４０年頃の自治体が

抱える行政課題を整理した上で未来から現在に遡り、今後の自治体

行政の在り方を展望し、早急に取り組むべき対策を検討する

ことを目的として、総務大臣が主催した研究会。全１６回開催され 、

２回目の報告書で、新たな自治体行政の基本的な考え方として、ス

マート自治体への転換や、公共私によるくらしの維持などが示され

ました。  

 

〇多様な主体とは ？  

   市、市民、NPO、企業等、公的価値を含む活動を行っているまち

づくりの主体のことです。民間主体の活動は年々多様化・高度化し

ており、このような主体と市との連携・協働による地域経営や地域

課題解決に期待が高まっています。  
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６  第１０期行財政改革市民会議からいただいた意見等  

 

～行財政改革２０２５の 方向性について～  

【理念・方針部会】  

  ア  ワク ワク する行財 政改 革を 目指す必 要が ある。（意欲と 力が 湧い て

くる行革の姿）  

  イ  人 材に よ る自 治体 経 営の 推 進を 目指 す 必要 が ある 。（職 員 力×市 民

力による課題解決）  

  ウ  市民 の理 解と協力 を得 てい く改革が 必要 であ る。（市民 の期待 、 納

得、役割）  

  エ コロナ禍を業務見直しの機会にする必要がある。  

  オ ゴールを明確に、プロセスを大切にする必要がある。（経営戦略の明

確化）  

  カ  変化に即応できる改善プロセスが必要である。（PDCA によらない

進行管理）  

  キ  改革人材の育成・活用が必要である。（モチベーションアップ、ネッ

トワークハブ的職員）  

  ク  経常収支比率以外の適切な経営分析指標を掲げる必要がある。  

 

【重点取組部会】  

  重 点 取 組 は 長 期 総 合 計 画 実 現 の た め に 重 要 な 課 題 を 最 優 先 で 解 決 す

る取組を選択する必要がある。  

  ア 戦略的人材経営の実現  

①次年度経営戦略の策定（予算と人事の一体化）  

②組織改革の推進（三者一体の改革）  

③働きやすい、やりがいの仕事づくり（生産性向上、残業縮減、育休

取得）  

  イ 積年の課題の解決  

①公民連携アウトソーシングの推進（運営方法の見直し）  

②公共施設マネジメントの推進（更新費用の確保、生産緑地、空 き家
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の活用）  

③受益者負担の見直し（継続的な見直し体制づくり）  

  ウ  将来課題への挑戦  

①高度な協働の推進（情報のフィードバック、自治体連携）  

②学校施設の複合化、コミュニティの創出（学校建て替え、学童問題、

防災拠点）  

③デジタル変革の推進（RPA、AI、GIGA スクール構想）  
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Ⅱ  行財政改革２０２５の推進  

 

 

１  行財政改革を推進する上でのポイント  

    

行財政改革によりスマート自治体への転換と多様な主体による市民の

福祉の増進を目指すためには、重要となる様々な視点から行財政改革の

基本理念を導き出し、これを実現する確かな重点取組を設定する必要が

あります。このため、行財政改革２０２５では、３つの視点から 基本理

念を導き、具体的な取組を定め、行財政改革２０２５の柱とします。  

 

 

２  行財政改革２０２５における重要な視点  
  

 ⑴  仕組み・情報の視点  

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした社会の常識の変

容は、市民サービスの多様化・複雑化を加速させています。人口減少

社会の進行により税収や職員など経営資源の減少が確実視される中

で、引き続き適切な市民サービスを提供していくためには、 これまで

の制度や組織、運営形態を大胆に見直し、デジタル技術や新しい市民

サービスの仕組み等を積極的に取り入れていく必要があることから、

仕組み・情報という視点が重要となります。  

 

 ⑵  人・組織の視点  

    市の使命は市民の福祉の増進であり、使命を果たすために大切なの

は「人」です。そして人を適正に配置し、効果的かつ効率的に運用す

るのが組織です。人口減少社会の進行により今後、職員の確保が難し

くなるとされている中、今提供している市民サービスを同じようにフ

ルセットで続けていくことは難しいとされています。 したがって、行

財政改革２０２５で市民の福祉の増進を可能とする組織とするために

は、適正な職員数、職員が担うべき業務 の仕分け・見直し、職員の質

の向上、そして時代に即した組織という視点が重要となります。  
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 ⑶  モノ・カネの視点  

    市が実施する市民サービスは、そのほとんどが市民の税金により賄

われているため、市は、最少の費用で最大の効果を挙げることが常に

求められています。行財政改革２０２５では、人口減少による税収減

を見据え、これまで以上に時代に即した資産（モノ）活用と予算（カ

ネ）の適正配分に取り組む必要がありま す。そこで、単純に更新した

場合、多額の費用を要する公共施設等について、時代に即した在り方

を検討し、限られた予算を効果的・効率的に配分していくことが求め

られることから、モノ（資産）・カネ（予算）という視点が 重要とな

ります。  

  

 

３  行財政改革２０２５の基本理念  

 

⑴  効果的かつ効率的な市民サービスの提供  

     仕組み・情報の視点から導かれるのは、 市民に効果的かつ効率的に

サービスを提供できる仕組みの構築です。確実にやってくる経営資源

の減少に備え、限られた職員でも適切な市民サービスを提供できるス

マート自治体への転換が急務となります。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大は、デジタル技術を活用した市民サービスの必要性を再認

識させるとともに、スピードアップ の重要性を知らしめました。この

ことから、効果的かつ効率的な市民サービスの提供 を、行財政改革２

０２５で掲げる１つ目の基本理念とします。  

 

⑵  人材育成と組織の見直し  

     人と組織の視点から導かれるのは、人材育成と組織 の見直しの重要

性です。今後、職員の自然減が見込まれる中、市だけで今ある市民サ

ービスの全てを提供し続けることは困難です 。このため、職員を、職

員が担うべき業務に適正に配置するだけではなく、多様な主体との協

働による市民サービスの維持・向上を念頭に、職員のコミュニケーシ

ョン能力やマネジメント能力を更に育成する必要があります。このこ

とから、人材育成と組織の見直し を、行財政改革２０２５で掲げる２
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つ目の基本理念とします。  

 

 ⑶  持続可能な行財政運営と公共施設等の適正化  

   モノ・カネの視点から導かれるのは、持続可能な財政基盤 の構築と

資産の適正化です。今後、確実な税収の減が見込まれる中で、引き続

き無駄な歳出を削減し、歳入 強化に努める ことは、持続可能な財政基

盤の構築の基本です。また同時に、人口減少や年齢構成の変化等を踏

まえ、多額な維持・更新費用を要する公共施設等の適 正化を検討する

ことが極めて重要となります。このことから、持続可能な行財政運営

と公共施設等の適正化を、行財政改革２０２５で掲げる３つ目の基本

理念とします。  

 

 

４  基本理念を踏まえた重点取組  

 

  重要な視点から導かれた基本理念を踏まえ、これを確実に実現するた

めの具体的な手段を３つ厳選し、行財政改革２０２５の柱となる重点取

組とします。  

 

 

新型コロナウイルス感染症による１００年に一度のパンデミック

は、私たちの生活様式を大きく変容させました。これまでの常識が通

用しなくなり、密の回避や非接触・非対面が当たり前となりつつ あり

ます。また、人口減少社会の進行により生産年齢人口が減少し、職員

の確保が難しくなることで、これまでどおりの業務形態では、待ち時

間が増加し、休日開庁も困難となることなどが見込まれています。こ

のようなニューノーマル時代において、窓口サービス等を維持・向上

し続けるためには、デジタル技術の活用が極めて有効であり、自治体
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ＤＸ⁵の推進が急務となります。自治体ＤＸは、市民の利便性を向上さ

せるだけでなく、市の業務を簡素化・高効率化するものでもあり、職

員の役割分担の見直しや重点配置にも大きく貢献することが期待され

ます。自治体ＤＸは、各課業務の単なる ICT⁶化ではなく、各課の業務

を、デジタル技術を用いて再構築する効果もあります。  

この取組を単なるＩＣＴ化として終わらせず、本市の経営 形態の根幹

を変革するものとして推進するために、これを行財政改革２０２５の第

一の柱とし、戦略的に経営資源を投入することで確実に取り組んでまい

ります。  

 

 

 

人口減少社会の進行により、自治体の職員数は、２０４０年までに２

０１３年比で１０％～２０％程度減少することが、地方公共団体定員管

理研究会（総務省）で試算されています。しかしながら、新型コロナウ

イルス感染症対策や大規模自然災害等への対応でも明らかなように、行

政に求められる役割は、年々多様化・複雑化しており 、効果的・効率的

な組織運営に努めたとしても、今ある市民サービスをフルセットで市が

提供し続けるのは難しくなるとされています。  

この課題に適切に対応するためには、自治体ＤＸの推進によるデジタ

ル技術の活用と併せ、「民にできることは民で」を徹底することが有効

です。行政サービスの一部は、市民、市民団体、民間事業者等の専門的

な知識と経験、人材などを活かすことで、より質の高いサービスを提供

できることもあります。  

したがって、行財政改革２０２５では、単なる外部委託だけではなく、

多様な主体により市民サービスを維持・向上する公民連携・アウトソー  

 ⁶　Information & communications technologyの略で、情報や通信に関する技術の総称

⁵　Digital Transformationの略で、デジタル技術を活用した行政サービスの改革を進め、単にデジタル化だけではなく、デジタ

  ル技術を手段として有効活用することにより、社会の在り方をより良い方向へ変革する取組のこと。
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シングの推進を、制度や組織を改革する第二の柱に位置付け、戦略的に

経営資源を投入してこれに取り組みます。  

 

 【参 考】  

〇 自 治 体 の 職 員 数 の将 来 の 粗 い 試 算 （ 自治 体 戦 略 2040 構 想研 究 会 ）  

※人 口減 少に よ り職 員の 採用 が難 し くな って いく こと で 、本 市に おい て見 込

まれ る職 員数 の 自然 減  

 

「定 員回 帰指 標」（地 方公 共団 体定 員 管理 研究 会（ 総務 省））に より 、

2040 年 の職 員数 （ 参考 値） を試 算 する と、 人口 減少 に 伴い 、 2013 年か

らお おむ ね 10～ 20％程 度減 少  

    ・人 口 10 万 人以 上の 一般 市  減 少率 ▲13.4％  

    ・本 市の 2013 年 度の 職員 数  682 人  

     ∴  682 人×13.4％ ≒91 人   

       682 人－ 91 人 ＝591 人 （202１年 比▲ 86 人 ）  

 

 

  

 

  

 

行財政改革により制度や組織そのものを変革し、持続可能な組織とす

るためには、公共施設等の在り方の見直しも非常に重要であると考えま

す。なぜならば、本市の公共施設等を単純に更新した場合、今後３０年

間で約１，６００億円を要することが見込まれており、かかる費用が他

の行政課題と比較にならないほど大きく、維持管理にも相当な職員の確

保が必要となるためです。  

人口減少と少子高齢化の進行により、今後、公共施設 等を利用する市

民の減少や年齢構成の変化が進むとともに、維持管理費の財源となる市

税収入や管理に携わる職員の減なども見込まれています。このため、時

代に即した施設の縮小や廃止、集約化などによる総量の抑制は全国の自

治体共通の課題であり、本市でも、計画的に取り組んでいかなければ、

持続可能な組織の運営は困難となります。また、低未利用地の活用や売
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却などが、新たな財源確保の点からも極めて重要となります。  

持続可能な行財政運営を図るために、公共施設マネジメントの推進を

第三の柱とし、戦略的に経営資源を投入して 確実に取り組みます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す将来像＝スマート自治体への転換、多様な主体によるサービスの提供

＜重要な視点＞
＜行財政改革２０
２５の基本理念＞

第二層（期間） 第一層（基本）

仕組み・情報 効果的 × 効率的 自治体DXの推進
人材育成

職員数適正化

人・組織 人材育成 × 組織
公民連携・
アウトソーシングの推進

人材育成
職員数適正化

モノ・カネ 適正化 × 効率化
　公共施設マネジメント
　の推進

歳入の確保
歳出の削減

＜将来像を実現するための具体的な手段＞

重点取組（柱）
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Ⅲ  行財政改革２０２５で目指す成果  

 

 

１  行財政改革２０２５の目標  

 

   行財政改革２０２５では、スマート自治体への転換と多様な主体によ

る市民サービスの提供を目指し、制度や組織、運営形態等の改革に資す

る取組を柱としていることから、その推進に適した新たな目標の 設定が

求められます。  

   この様な、いわゆる「質の改革」は、定量的に成果を測ることが難し

いことから、３つの重点取組については、その プロセスを定性的に評価

し、進行管理の目安をそれぞれに設定することで、これを確実に実行・

進行管理することを目標とします。また、取組に関連する指標も設定し、

進捗を定性的に判断する際の参考とします。  

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴  自治体 DX の推進の進捗の目安  

  ＜進捗の目安＞  

進行状況  進捗率  主な取組内容  

ステージ０  ２０％未満  機運の醸成、人材育成  

ステージ１  ～４０％  推進体制の構築  

ステージ２  ～６０％  推進全体方針の策定  

ステージ３  ～８０％  改善策の具体的な検討  

ステージ４  ～１００％  システムの選定・導入  

ステージ５  ～１２０％  システムの実装（安定稼働）  
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＜参考となる指標＞  

行政手続きのオンライン化の促進  ※  率  

                      （※  対象事業調査中）  

 

 ⑵  公民連携・アウトソーシングの推進の進捗の目安  

＜進捗の目安＞  

進行状況  進捗率  主な取組内容  

ステージ０  ２０％未満  対象の検討（行財政再建推進本部）  

ステージ１  ～４０％  推進体制・推進協議体等の構築  

ステージ２  ～６０％  アウトソーシング手法の検討等  

ステージ３  ～８０％  課題解決、スケジュール詳細検討等  

ステージ４  ～１００％  市民説明、議会説明等  

ステージ５  ～１２０％  予算化、契約等  

 

＜参考となる指標＞  

学童保育所運営手法見直し  １所以上  

児童館運営手法見直し  １所以上  

図書館運営手法見直し  １分室以上  

公民館運営手法見直し  １館以上  

 

 ⑶  公共施設マネジメントの推進の進捗の目安  

＜進捗の目安＞  

進行状況  進捗率  主な取組内容  

ステージ０  ２０％未満  総合管理計画の改定  

ステージ１  ～４０％  推進体制の構築  

ステージ２  ～６０％  跡地利用の検討  

ステージ３  ～８０％  民間活力導入検討枠組み構築（施設

の整備）  

ステージ４  ～１００％  施設の在り方、再配置計画の策定  

ステージ５  ～１２０％  施設の在り方、再配置計画の進行  
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２  ニューノーマル時代の質の改革  

 

  行財政改革２０２５では、ニューノーマル時代に適応するため、 制度

や組織、運営形態等の変革に重点を置いていることから、これを、従来

型の行財政改革で取り組んできた量や質の改革と区別し、「ニューノーマ

ル時代の質の改革」と呼びます。ここで取り組む「質の改革」とは、「市

民サービス」や「働き方」、「職員の能力」の改革であり、直接市民サー

ビスの向上に寄与することはもとより、スマート自治体への転換と、多

様な主体による市民サービスの提供に必要な改革となります。  

 

＜ニューノーマル時代の質の改革のイメージ＞  

 

向上する「質」 内容 方法

窓口サービスのオンライン化
（非来庁・非接触）

ＤＸ

窓口サービスのワンストップ化
（引っ越しワンストップ等）

ＤＸ

民間活力による専門性の向上
（委託化等）

公民連携

民間独自事業による質の向上
（委託化等）

公民連携

職員の重点配置による迅速化等
（業務の役割分担見直しによる）

ＤＸ、公民連携、公共施設

資産活用等による財源の生み出し
（低未利用資産の活用、維持管理費の削減等）

公共施設

職員の重点配置による時間外の削減
（業務の役割分担見直しによる）

ＤＸ、公民連携、公共施設

多様な働き方への対応
（テレワーク、育児、介護等）

ＤＸ、公民連携、公共施設

デジタル化による事務の簡素化・効率化 ＤＸ

定例（単純）業務のAI、RPA等の活用による生
産性の向上

ＤＸ、公民連携、公共施設

地域との連携業務への従事率向上
（業務の役割分担見直しによる）

ＤＸ、公民連携、公共施設

マネジメント業務への従事率向上
（業務の役割分担見直しによる）

ＤＸ、公民連携、公共施設

デジタル人材の育成
（ＤＸリーダー、研修、ワークショップ等）

ＤＸ

 Ｄ　Ｘ  ：自治体ＤＸの推進

公民連携：公民連携アウトソーシングの推進

公共施設：公共施設マネジメントの推進

市民サービスの質

働 き 方 の 質

職 員 の 能 力 ・ 質
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３  行財政改革２０２５のゴールとプロセス  

 

   行財政改革２０２５では、ニューノーマル時代に適応し、市民サー

ビスを提供し続けるために、市を早急にスマート自治体へ転換すると

ともに、多様な主体による市民の福祉の増進を目指し ます。  

   まずは、スマート自治体への転換を行財政改革２０２５計画期間内

のゴールと定め、ゴールに到達するための道筋（手段）を重点取組（プ

ロセス）とし、これらを支える原動力を人材（人材育成）とします。行

財政改革２０２５の基本理念はゴールの先も続き、その先には、健全で

持続可能な自治体があり、多様な主体が協働しながら地域の課題解決に

自ら取り組み、市全体の魅力を高める自治力の高いまちが生まれます。  

 

＜イメージ図＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健全性

持続性多様性

自治力

の

向上

スマート自治体

小金井

連携・協働

が進み．．．

自治体

DX

公民連携

アウト

ソーシング

公共施設

マネジ

メント

多様な主体による

市民の福祉の増進

原動力（人材）

重点取組 プロセス
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Ⅳ  行財政改革２０２５の実現化方策  

 

 

１  自治体における経営資源  

   

  自治体の組織経営における主な資源は、ヒト（人材（職員））、カネ（予

算）、モノ（資産（公共施設等））、情報であり、行財政改革では、これら

の適正化を図るとともに、効果的・効率的に運用することで、市民の福

祉の増進を図っていきます。   

行財政改革では、経営課題に対応する取組に明確な優先順位を付け、

予算や職員などの経営資源を戦略的に投入することで 、より実効性を高

めることが可能と考えます。このため、行財政改革２０２５では 重点取

組を３つに絞り、 経営資源を戦略的に重点配分することで、より高い実

現性を目指します。  

また、本市には、市内で公共的な活動をされている 市民、団体等が数

多く存在します。今後、経営資源の減少 が見込まれている中、この様な

方々の活動を地域の資源と捉え、市との役割分担を改めて点検し、 公民

連携により多様な主体によるくらしの維持を進めることが大変重要と考

えます。ニューノーマル時代において 市民の福祉の増進を図り続けてい

く上で、この様な方々を大変貴重な資源と捉え、 更なる連携について模

索してまいります。  

 

 

市民の福祉の増進

小金井市
経営資源（ヒト・カネ・モノ・情報）

市民等
地域資源

協働
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２  行財政改革２０２５の原動力  

 

  ⑴  人材の育成  

    市民の福祉の増進には職員の質の向上が 重要であり、行財政改革

は人材こそが原動力であるため、職員の人材育成が大変重要となり

ます。  

「自治体戦略２０４０構想研究会」報告書では、スマート自治体

への転換に当たっては、職員には、高い専門性や企画調整能力、コ

ミュニケーション能力が必要となることを踏まえ、組織に必要な人

材を確保する観点から長期的な視点で 能力開発や教育・訓練が求め

られるとされています。  

このため、本市では人材育成を、期間を定めず取り組むべきもの

として行財政改革の基本に位置付け、推進してまいります。  

 

⑵  職員の活性化  

地域の魅力を高め 、市民の福祉の増進を図るためには、 小金井に魅

力を感じ、発信したいと考える職員が求められます。  

今後、人口減少社会が進む中で、市の職員一人一人の負担と責任は

更に大きくなることが見込まれており、職員が生き生きと働ける組織

とするためには、人材育成により思考を変えるだけでなく、３つの重

点取組により物理的に業務の役割分担を見直し 、職員でなくてもでき

る定例的な業務はデジタル化等を進め、職員は、職員が担うべき業務

へ重点配置する等の仕組みづくりが重要と考えます。  

 

 

第３次小金井市人材育成基本方針で目指す職員像

「市民のしあわせを支えるため、何事も自分ごととして捉え、

意欲的にチャレンジする職員」
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３  推進体制  

 

   行財政改革２０２５を確実に推進するために、重点取組ごとに リー

ダー役となる推進担当を 置き、実行役である関係部署 とコミュニケー

ションを図りながら、共感をもって組織で取り組みます。また、リー

ダー役も実行役も積極的に学習すると共に、必要に応じて専門的な外

部人材を導入するなど、柔軟に推進体制を検討します。  

 

 

 

４  進行管理  

 

   行財政改革２０２５は、重点取組を３つに絞り、進行を定性 的に評

価し管理することで、リアルタイムの更新 を目指します。一般的な行

財政改革では、定量的な目標を数多く積み上げ、決算確定後にＰＤＣ

Ａサイクルの中で一斉にチェックを行うため、その結果は次年度に反

映することが難しいという実態があります。行財政改革２０２５は、

＜推進体制イメージ図＞

 DXの推進（DX推進担当）

 公民連携・アウトソーシング

 の推進（行政経営担当）

 公共施設マネジメント推進

（公共施設マネジメント推進担当）

意思決定

小金井市行財政
改革審議会

意見照会・諮問・答申

【計画策定・進行管理】

小金井市行財政再建推進本部

第三の柱

DX関連課
公民連携・

　アウトソーシング実施課

公共施設所管課

【重点取組の推進】

関係部署連携

推進主体

第一の柱

第二の柱

実行役
推進リーダー
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急速な社会の変化を踏まえ、質の改革に集中する行財政改革としたこ

とから、重点取組の進捗状況を推進担当が四半期ごとにまとめ 、行財

政再建推進本部に諮ることを検討します。これにより、庁内で課題を

常に共有し、必要に応じて修正をかけるなど、アジャイル経営 を目指

します。  

  

コラム   

 

 〇アジャイル経営とは？  

  アジャイル経営とは、スピード感に優れた組織経営を指し、アジャ

イ ル 経 営の 組 織 で は 職 務 ごと の 縦 割 り 構 造 を壊 し 、 異 な る 部 署の メ

ン バ ー が少 数 精 鋭 で チ ー ムを 作 り 、 密 な 関 係を 築 き つ つ 一 丸 とな っ

て目標に向かいます。小さい単位で改革を進め、現状分析を迅速に行

いながら改善を繰り返し、効果を検証することで、柔軟に政策を見直

し改善につなげる経営手法です。  

 

   

５  行財政改革２０２５の成果に対する考え方  

 

行財政改革２０２５の重点取組は、「ニューノーマル時代の質の改

革」であることから、計画全体の目標は定性的に評価しますが、厳しい

財政状況が続く中、本市の行財政改革において最も重要視してきた 財政

指標等への注視も引き続き必要です。このため、行財政改革２０２５の

目標とは別に、経常収支比率や職員数については行財政経営指標の 策定

などを検討していきます。  

なお、「ニューノーマル時代の質の改革」は定量的な成果を目的とし

たものではありませんが、行財政改革２０２５の柱とした３つの重点取

組の個別取組には、即効性はないものの、中長期的には量的な効果を発

揮する取組もある と考えています。  
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●質の改善が将来的に量的な効果を生む例  

 

 

 

 

 

◎９人で取り組んでいたＡ業務の一部を委託化して職員３人を削減した場合

※職員一人当たりの人件費850万円

９人×８５０万円 ６人×８５０万円＝５，１００万円
＝７，６５０万円 委託料　　　　　　３，０００万円

　　 ８，１００万円

　Ａ事業単独で考えると、サービスの質は向上したが、赤字で財政効果はないと考える

　傾向にあります。しかし、Ａ業務で生み出した職員をＢ業務、Ｃ業務に配分すると

恒常的に忙しいＢ業務に 行政課題を抱えるＣ業務に
１人補充 一時的に２人補充
⇒時間外勤務の削減 ⇒行政課題の解決

　Ｃ業務の行政課題解決後２人を、退職で２人の欠員の出た別の業務に再配置し
　新規採用を行わなければ　２人の人員削減となる。

Ａ業務 Ａ業務

＜

Ｂ業務 Ｃ業務

委託化
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６  行政評価制度の導入  

 

    行財政改革２０２５では、市の「まちづくり」を市民に分かりやすく

伝えるとともに、効果的・効率的な行政運営等を図るために「行政評価

システム」を実施します。  

   行財政改革２０２５における 行政評価システムでは、第５次小金井市

基本構想・前期基本計画の２９の施策を評価対象とし、評価を通じて市

の「まちづくり」を市民に分かりやすく伝えるとともに、事業を選択、

点検することで改善に取り組み、行財政運営に役立てるものです。具体

的な評価対象は、市が目標とする将来像を実現する手段である「施策」

と、施策の具体的な取組である「事務事業」です。  

 

 ⑴  施策評価  

    第５次小金井市基本構想・前期基本計画では、その施策ごとに

「目指す姿」（目標）があり、現状と課題から「施策の方向性」、つ

まり、主な取組が示されています。そして、施策ごとに評価の指標

を設定しているため、施策評価はこの指標に基づき進捗状況を点

検・評価し、目標達成に向けた改善・見直しを行います。  

 

 ⑵  事務事業評価  

    事務事業評価は、施策の具体的な取組をＰＤＣＡサイクル におけ

るＣ（Check）を行う自己点検ツールとして位置付け、事業の振り

返りに活用するとともに、改善を行います。また、施策評価の基礎

資料としても事務事業評価を活用し、事務事業評価と施策評価の関

連性を強めます。  
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【６つの政策】

　・環境と都市基盤

　・地域と経済

　・子どもと教育

　・文化と生涯学習　

　・福祉と健康

　・行政運営

【行政評価システム】

・施策評価（施策の進捗管理）

・事務事業評価（自己点検ツール）

【３つの重点取組】

　・自治体ＤＸの推進

　・公民連携・アウトソーシングの推進

　・公共施設マネジメントの推進

【４つの基本】

・歳入の確保

・無駄な歳出の削減

・職員数の適正化

・人材育成

 行財政改革２０２５

 第５次基本構想・前期基本計画

【２９の施策】

柱
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Ⅴ  その他  

 

 

１  重点取組以外の優先的取組  

 

   行財政改革２０２５は、重点取組を制度や組織の改革に的を絞って

いますが、市民の福祉の増進を図るためにはこれ以外にも推進すべき

取組がたくさんあります。そこで、その中でも特に優先度が高く、全

庁的に取り組むべき項目について示します。  

 

⑴  組織改正  

    本市は、平成１９年度以降大きな組織改正を行っていないことか

ら、新たな行政サービスの提供や社会情勢の変化等に対応するため

には、組織改正の必要性が認められ ます。組織改正により人員配置

が見直され、戦略的な人員配置ができれば、行政課題の解決につな

がるだけでなく、慢性的に忙しい部署の時間外勤務の削減、重点取

組のスピードアップなどが期待されます。  

 

 ⑵  補助金等の見直し  

   平成３０年３月に策定した補助金等の見直し基準に基づき、公平

性、公正性、公益性、重要性、効果性の５つの観点から補助金の見

直しを実施します。補助開始から一定期間が経過した補助金は、そ

の必要性を再検証し、廃止、縮小、再構築等を行うことで、新たな

市民の福祉の増進へ予算を振り向けることも期待されます。  

 

 ⑶  債権管理の強化  

   市税の滞納整理を推進するとともに、税以外の債権管理を段階的

に強化して、税収等の歳入の確保に努めます。  
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 ⑷  改善・改革運動「ＣｏＣｏからチャレンジ・こがねい」  

   行財政改革に対する職員一人 一人の理解を高め、取組を促進し、

職場風土を変えていくために、職員・職場から改善・改革を進める

取組を推進します。  

 

 ⑸  受益者負担の適正化  

   超少子高齢化社会の到来により税収の減が確実視される中、行政

サービスを維持し、受益者と非受益者の公平性を確保するために

は、一定の受益者負担を求めることについては御理解いただけるも

のと認識しています。  

平成３０年３月に策定した受益者負担基準に基づき、効率性の確

保、公平性の確保、歳入の確保、妥当性の確保の原則から使用料・手

数料等の適正な受益者負担を求めます。  

 

 

２  アクションプラン２０２０の継続取組等  

 

   行財政改革プラン２０２０の計画期間は令和３年３月末 で終了して

おりますが、行財政改革は本市の経営方針の柱として常に取り組むべ

きものであり、そもそも行財政改革による取組は、全て計画期間内に

終了するものばかりではないことから、次期計画策定までに期間が空

いたとしても、これらの取組は当然に継続されます。また、次期計画

の期間に入っても、前計画の継続事業は当然に引き継がれます。  

   したがって、行財政改革２０２５においても、アクション プラン２

０２０の継続取組については引き続き取り組むものとしております。  
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Ⅵ  具体的な取組  

 

 

個別取組表の表記について  

課題・目的  各取組 の目的と、実施に当たって 解決すべき課題等について記

載します。  

取 組 内 容 各取組の具体的な実施方法等について記載します。  

年 次 計 画 年次毎の計画を簡潔に記入します。財政効果や職員削減効果など

が具体的に示せるものについては、年次計画に記入します。 年次

毎の具体的な計画の記入が難しい場合は 、以下の凡例 を用いるこ

ともできます。  

調査・・実施の可能性、他市状況、財政効果などを調査します。  

検討・・課内検討、部内検討、庁内検討により方針決定、計画の

策定等、実施に向けた準備などを行うことを表します。  

試行・・業務等の試行を行うことをい います。  

準備・・業務開始前の準備段階を表します。  

実施・・審議会や委員会等の設置、制度開始、業務開始などを表

します。  

推進・・実施した業務等を推進することをい います。  

検証・・試行及び実施の結果を検証することを表します。  

 →・・前年度と同様  

 ※令和３年度（R３）は本計画の計画期間外のため、参考とします。  
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１  行財政改革２０２５の重点取組の個別取組  

 

取組 項目  1 （仮 ）小 金井 市 自 治体 ＤＸ 推進 全 体方 針の 推進  

担当 課  自治 体Ｄ Ｘ推 進 担当  関連 課  全部 局  

課題 ・目 的  

本市 の自 治体 Ｄ Ｘを 確実 に推 進す る ため に、 市独 自の Ｄ Ｘ推 進 全

体方 針を 策定 し 、方 針 に 基づ き全 庁 を挙 げて 取り 組む 。  

取組 内容  

加速 度的 に進 歩 、変 化す るデ ジタ ル 技術 を弾 力的 かつ 持 続的 に活

用で きる よう 、 適切 な 推 進期 間の 設 定の 下、 情報 化政 策 の 推 進全

体方 針を 策定 し 、Ｄ Ｘを 推進 する 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

・ 機 運 醸 成  

・ Ｄ Ｘ リ ー ダ

ー 設 置  

⑴  全 体 方 針

策 定  

⑵  情 報 シ ス

テ ム の 標

準 化 ・ 共

通 化 検 討  

⑶  東 京 自 治

体 ク ラ ウ

ド 移 行 準

備  

⑷・ オ ン ラ イ

ン 化 検 討  

・ 一 部 実 施  

⑴  推 進  

 

⑵  検 討  

 

 

 

⑶  実 施  

 

 

 

⑷・ 実 施  

・ 検 証  

⑴  推 進  

 

⑵  準 備  

 

 

 

⑶  推 進  

 

 

 

⑷・ 推 進  

・ 検 証  

⑴ ・ 推 進  

・ 全 体 方 針  

（ Ver2.0）  

策 定 準 備  

⑵  実 施  

 

⑶  推 進  

→⑵ へ 移 行  

 

 

⑷・ 推 進  

・ 検 証  

 

 

 

 

 

 



- 34 - 

 

 

取組 項目  ２  保険 年金 課 窓口 業務 の委 託化  

担当 課  保険 年金 課  関連 課  市民 課  

課題 ・目 的  

市民 課窓 口委 託 に続 き、 保険 年金 課 窓口 につ いて も業 務 委託 を進

め、 窓口 サー ビ スの 質の 向上 と、 職 員配 置の 見直 し等 を 図る 。財

政効 果は 将来 的 に市 民課 窓口 と一 括 発注 を前 提に 検討 す る。  

取組 内容  

窓口 業務 以外 の 定型 的な 業務 の同 時 委託 検討  

市民 課窓 口委 託 との 一括 発注 の検 討  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 他市 調査  検討  →  ・準 備  

・実 施  

 

取組 項目  ３  市立 公園 の 指定 管理 化  

担当 課  環境 政策 課  関連 課   

課題 ・目 的  

 市 立公 園に 包 括的 な 指 定管 理を 導 入す るこ とに より 、 市立 公園

の一 層の 質の 向 上を 図る 。ま た同 時 に 、 削減 が見 込ま れ る 公 園管

理事 務に 要し て いた 時間 や労 力を 拡 大や 充実 が想 定さ れ る業 務 へ

振り 向け たり 、 職員 数 の 削減 を検 討 する こと も期 待で き る。  

取組 内容  

指定 管理 者の 柔 軟な 発想 とノ ウハ ウ を活 か し 、公 園の ポ テン シャ

ルの 有効 活用 、 市民 協働 の積 極的 な 推進 、公 園の 利 便 性 の向 上及

び市 民ニ ーズ を 踏ま えた 新た なサ ー ビス の提 供を 進め 、 市立 公園

に対 する 市民 満 足度 を向 上さ せる 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

指 定 管 理 者

の 事 業 ス キ

ー ム の 検 討  

指定 管理 者

の募 集  

指定 管理 者

の指 定  

４ 月 か ら 指

定 管 理 者 に

よ る 業 務 開

始  

事業 評価  
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取組 項目  ４  ほん ちょ う 学童 保育 所委 託化  

担当 課  
児童 青少 年課  関連 課  庶務 課／ 公共 施 設マ ネジ

メン ト推 進担 当  

課題 ・目 的  

学童 保育 の全 入 を堅 持し てい くう え で、 大規 模化 対策 に 伴う 新た

な育 成室 及び 職 員の 確保 が課 題と な って いる 。民 間資 源 を活 用

し、 安定 した サ ービ スが 提供 でき る よう 委託 化を 検討 す る。  

取組 内容  

委託 化に 当た っ ては 、現 状の 施設 の 状況 や入 所を 希望 す る児 童等

の状 況把 握が 必 要で あり 、学 童保 育 所全 体で 育成 室が 不 足し てい

るこ とか ら、 関 連課 との 調整 から 開 始す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

調査  →  検討  →  準備  

 

取組 項目  ５  児童 館委 託 化  

担当 課  児童 青少 年課  関連 課  公民 館（ 貫井 南 児童 館）  

課題 ・目 的  

児童 館単 体で は 財政 効果 が見 込め ず 、併 設し てい る施 設 と一 体で

の委 託等 の方 策 につ いて の検 討や 、 各児 童館 の状 況に 応 じた 市民

サー ビス の拡 充 に向 けて の課 題や 運 営手 法に つい て、 整 理し なが

ら検 討を 進め て いく 。  

取組 内容  

学童 保育 所の 大 規模 化解 消や 関連 課 と調 整し なが ら、 児 童館 運営

検討 委員 会や 児 童館 運営 審議 会の 意 見を 踏ま え協 議し て いく 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

調査  →  

 

・調 査  

・検 討  

 

検討  →  
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取組 項目  ６  小金 井第 三 小学 校の 給食 調理 業 務委 託化  

担当 課  学務 課  関連 課   

課題 ・目 的  

学校 給食 調理 業 務の 民間 委託 を 更 に 進め 、こ れに よっ て 生み 出さ

れた 財源 を活 用 し、 小中 学校 の学 校 給食 にか かる 施設 （ 空調 設備

等）・ 備 品ば かり でな く、 学校 の設 備 等の 改修 にも 計画 的 に活 用す

る。  

取組 内容  

小金 井市 学校 給 食の 指針 であ る「 安 全で おい しく 温か い 給食 」を

提供 する 仕組 み を維 持・ 構築 しな が ら、 小金 井第 三小 学 校の 給食

調理 業務 を委 託 する 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

・保 護 者 説 明 会  

・ 予 算 計 上  

・ 業 者 選 定  

４ 月 か ら 開 始  推進  →  →  

 

取組 項目  ７  小金 井第 一 小学 校の 給食 調理 業 務委 託化  

担当 課  学務 課  関連 課   

課題 ・目 的  

学校 給食 調理 業 務の 民間 委託 を 更 に 進め 、そ れに よっ て 生み 出さ

れた 財源 を活 用 し、 小中 学校 の学 校 給食 にか かる 施設 （ 空調 設備

等）・ 備 品ば かり でな く、 学校 の設 備 等の 改修 にも 計画 的 に活 用す

る。  

取組 内容  

 小 金井 市学 校 給食 の指 針で ある 「 安全 でお いし く温 か い給 食」

を提 供す る仕 組 みを 維持 ・構 築し な がら 、小 金井 第一 小 学校 の給

食調 理業 務を 委 託す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

保 護 者 説 明 会  委 託 開 始 校

の検 証  

・予 算計 上  

・業 者選 定  

４ 月 か ら 開 始  推進  
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取組 項目  ８  図書 館緑 分 室の 委託 化  

担当 課  図書 館  関連 課  公民 館  

課題 ・目 的  

開館 時間 ・開 館 日の 拡充 、柔 軟性 に 富ん だ事 業展 開、 専 門ス タッ

フの 配置 等、 サ ービ スの 充実 を見 込 むこ とが でき る。  

取組 内容  

既に 運営 委託 し てい る図 書館 貫井 北 分室 及び 東分 室も 公 民館 との

複合 施設 であ り 、一 体で 業務 委託 す るこ とで 成果 を 上 げ てい る。

この こと を踏 ま え、 緑分 室も 公民 館 緑分 館と 一体 で業 務 委託 する

方向 で検 討を 進 めて いる 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

検討  準備  →  実施   

 

取組 項目  ９  公民 館貫 井 南分 館の 委託 化  

担当 課  公民 館  関連 課  児童 青少 年課  

課題 ・目 的  

小金 井市 公民 館 中長 期計 画に 位置 付 けら れた 貫井 南セ ン ター につ

いて 、児 童館 と の複 合施 設で ある と いう 課題 の整 理を 行 った 上で

業務 委託 を行 う 。  

取組 内容  

貫井 南セ ンタ ー につ いて は、 児童 館 併設 とい う特 徴を 生 かし 、児

童青 少年 課と の 調整 を進 める 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

関係 課と の

調整 ・検 討  

→  →  →  →  
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取組 項目  １０  公 民館 緑 分館 の委 託化  

担当 課  公民 館  関連 課  図書 館  

課題 ・目 的  

図書 館緑 分室 と 一体 によ る業 務委 託 を検 討。 野外 調理 場 及び 宿泊

機能 の利 用方 法 、運 営方 法を 整理 し 、青 少年 セン ター か らの 引継

ぎを 反映 した 事 業委 託方 法を 想定 す る。  

取組 内容  

住民 や利 用者 の 合意 を得 なが ら、 丁 寧な 対応 を進 める 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

検討  準備  →  実施   

 

取組 項目  １１  公 共施 設 マネ ジメ ント の推 進  

担当 課  
公共 施設 マネ ジ メン ト推

進担 当  

関連 課  庶務 課  

生涯 学習 課  

課題 ・目 的  

少子 高齢 化・ 人 口減 少社 会の 到来 を 踏ま え、 財政 負担 の 軽減 と公

共施 設等 の最 適 な配 置を 実現 する た め、「 総量 抑制 」「 将来 更新 費

用及 び維 持管 理 費の 縮減 」に 努め る 。  

取組 内容  

将来 的な サー ビ ス需 要の 変化 に的 確 に対 応す るた め、 公 共施 設の

在り 方・ 最適 な 配置 の検 討、 計画 的 な施 設更 新、 資産 の 有効 活用

への 取組 を進 め る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

・ 総 合 管 理 計

画 改 定  

・ 本 庁 舎 跡 地

等 活 用 検 討  

・ 公 共 施 設 の

在 り 方 検 討  

   →  

 

→  →  
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２  アクションプラン２０２０からの継続取組  

 

取組 項目  １  債権 引継 （ 債権 管理 の推 進）  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課  納税 課  

課題 ・目 的  

税以 外の 債権 管 理の 引継 ぎを 段階 的 に実 施し 、税 収等 の 歳入 の確

保及 び負 担の 公 平性 を確 保す る。 ま た、 引継 債権 の納 税 者等 の相

談窓 口を 一本 化 し利 便性 の向 上を 図 る。  

取組 内容  

関係 課と 協議 を 進め 、 法 に基 づく 試 行運 用の 開始 、組 織 の見 直し

等を 検討 する 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

他市 調査  ・ 他 市 調 査  

・ 関 係 課 協 議  

・ 検 討  

→  準備  実施  

 

取組 項目  ２  徴収 困難 な 市債 権引 継ぎ  

担当 課  納税 課  関連 課  行政 経営 担当 他  

課題 ・目 的  

税以 外の 債権 管 理の 引継 ぎを 段階 的 に実 施し 、税 収等 の 歳入 の確

保及 び負 担の 公 平性 を確 保す る。 ま た、 引継 債権 の納 税 者等 の窓

口が 一本 化さ れ るこ とに より 、利 便 性の 向上 が見 込ま れ る 。  

シス テム につ い ては 、今 後予 定さ れ てい るシ ステ ムの 共 同化 ・標

準化 の影 響も 視 野に 入れ なが ら検 討 する 。  

取組 内容  

債権 管理 条例 の 進捗 状況 を注 視し な がら 、主 管課 にお い て徴 収困

難と なっ てい る 債権 につ いて 、納 税 課に 当該 債権 を引 継 ぐこ とで

効率 的な 滞納 整 理を 進め 、収 納率 の 中長 期的 な向 上と 、 市民 負担

の公 平性 を確 保 する 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

検討  →  →  準備  実施  
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取組 項目  ３  広告 等の 活 用推 進  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課   

課題 ・目 的  

広告 等の 活用 を 全庁 的に 推進 する た めに 、市 の基 本方 針 や手 法に

つい て検 討を 進 め、 共有 化を 図る こ とで 取組 を軌 道に 乗 せる 。  

取組 内容  

先進 市の 事例 等 を研 究し 、本 市の 広 告等 の活 用方 針等 を 策定 す

る。 職員 向け 説 明会 の実 施を 検討 す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

他市 事例 研

究  

→  ・検 討  

・実 施  

推進  →  

 

 

取組 項目  ４  ネー ミン グ ライ ツ導 入（ 栗山 公 園健 康運 動セ ンタ ー ）  

担当 課  スポ ーツ 振興 担 当  関連 課   

課題 ・目 的  

当施 設に 対す る 命 名 権を 導入 する こ とに より 、新 たな 財 源の 確保

を図 る。  

施設 のネ ーミ ン グが 変わ るこ とで 、 サイ ン表 示・ 印刷 物 等の 刷新

が必 要と なる こ とか ら、 命名 権者 の 選定 を含 め、 一定 の 準備 期間

が必 要と なる 。  

取組 内容  

施設 、建 物に 係 る看 板・ サイ ン表 示 の設 置（ 命名 権者 負 担）、 市が

管理 する 周辺 道 路標 識、 施設 サイ ン 表示 等の 変更 、施 設 案内 パン

フレ ット 、印 刷 物等 を 刷 新す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 調査  

 

検討  

 

準備  実施  
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取組 項目  ５  事務 事業 評 価の 開始  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課  企画 政策 課  

課題 ・目 的  

第５ 次基 本構 想 ・前 期基 本計 画の 施 策を 推進 し、 事業 の 効果 化、

効率 化を 図る た めに 、事 務事 業の 自 己点 検ツ ール とし て 事務 事業

評価 を開 始す る 。  

取組 内容  

２９ の施 策に 対 し、 １施 策あ たり ５ つの 事務 事業 を選 出 し、 ５年

間で １４ ５の 事 務事 業に つい て自 己 点検 する 。点 検結 果 を翌 年度

以降 の事 業の 効 果化 、効 率化 に活 か して いく 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

・ 市 議 会 合 同 勉 強

会 実 施  

・ 評 価 シ ー ト 検 討  

・ 評 価 シ ー ト 検 討  

・ 事 務 事 業 抽 出  

・ 試 行① 開 始  

試行①  →  試行②  

 

取組 項目  ６  公用 車の 運 用の 見直 し  

担当 課  管財 課  関連 課  車両 保有 課  

課題 ・目 的  

公用 車に つい て は、 アク ショ ンプ ラ ン２ ０２ ０に 基づ き これ まで

一定 数の 削減 に 努め てき たと ころ で ある 。し かし なが ら 、新 庁舎

竣工 や組 織改 正 時に おい て台 数を 効 率的 に管 理す るた め には 、台

数の 削減 に加 え 、適 切な 車両 の管 理 ・運 用方 法等 の確 立 が求 めら

れる 。  

取組 内容  

次世 代自 動車 の 導入 や、 リー ス車 両 の活 用、 車両 の集 中 管理 等の

可否 につ いて 検 討す る 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 調査  →  検討  →  
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取組 項目  ７  高架 下の 活 用（ 保管 所）  

担当 課  交通 対策 課  関連 課   

課題 ・目 的  

自転 車保 管所 に つい ては 、土 地の 賃 貸に より 開設 して い るた め、

安定 性が 課題 と なっ てい る。 この た め、 恒久 的な 使用 が 見込 める

高架 下へ の保 管 所設 置を 検討 する 。  

取組 内容  

具体 的な 場所 を 含め 、土 地所 有者 と の協 議を 進め る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 検討  →  →  準備  

 

取組 項目  ８  総合 案内 業 務の 見直 し  

担当 課  広報 秘書 課  関連 課  行政 経営 担当 ／ 市民 課  

課題 ・目 的  

新庁 舎の １階 メ イン 入口 正面 に設 置 予定 の総 合案 内業 務 の実 施手

法を 検討 する 。  

総合 案内 ・フ ロ アマ ネー ジャ ー・ コ ンシ ェル ジュ が同 一 フロ アに

設置 され る予 定 であ るた め、 役割 、 配置 等に つい て 整 理 し、 来庁

者の 流れ が効 率 的か つ円 滑と なる よ う検 討す る 。  

取組 内容  

近接 する 市民 課 窓口 の業 務委 託と の 関係 を整 理 し た上 で 、各 々の

役割 、配 置等 に つい て整 理す る。 総 合案 内業 務の 実施 方 法を 検討

し、 業務 体制 ・ 所管 課等 を整 理す る 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

庁内 検討  →  課内 検討  準備  実施  
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取組 項目  ９  はけ の森 美 術館 の運 営方 法の 見 直し  

担当 課  コミ ュニ ティ 文 化課  関連 課   

課題 ・目 的  

市立 はけ の森 美 術館 は直 営で 運営 し てお り、 職員 体制 等 が脆 弱で

ある こと は、 美 術館 の運 営協 議会 答 申で も指 摘さ れて い る。  

運営 方式 を見 直 すこ とに より 、安 定 的な 運営 を 目 指し 、 市民 満足

度の 向上 ・事 業 経費 の削 減が でき る かど うか を検 討す る 。  

取組 内容  

他市 公立 美術 館 との 比較 、直 営と 委 託・ 指定 管理 との 経 費の 比較

を行 う。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

調査  →  →  検討  →  

 

取組 項目  １０  障 害者 福 祉セ ンタ ーの 民間 移 譲  

担当 課  自立 生活 支援 課  関連 課   

課題 ・目 的  

民間 事業 者が 持 つノ ウハ ウ等 を 活 用 し、 柔軟 かつ 適正 な 施設 の維

持管 理を 行う 。  

取組 内容  

提供 する サー ビ スの 性質 上 、 適正 な 運営 の維 持に は一 定 の市 の関

与や 利用 者等 の 意向 の確 認も 必要 で ある こと から 、 当 面 の間 、指

定管 理制 度の 活 用を 継続 し、 今後 の 社会 情勢 や運 営態 勢 等を 踏ま

え、 自立 支援 協 議会 の意 見等 を参 考 にし なが ら、 慎重 か つ丁 寧に

検討 を進 める 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

検討  →  →  →  →  
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取組 項目  １１  給 付水 準 の見 直し  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課   

課題 ・目 的  

補助 金以 外の 扶 助費 等の 給付 事業 に つい て、 見直 し基 準 の策 定を

検討 し、 公共 性 、公 平性 等に つい て 検証 しな がら 事業 の 適正 化を

図る 仕組 みの 構 築を 検討 する 。  

取組 内容  

他市 の事 例等 を 研究 し、 基準 の策 定 の可 能性 に つ いて 検 証す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

他 市 事 例 研 究  →  検討    

 

取組 項目  １２  委 員会 ・ 審議 会等 の報 酬の 見 直し  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課   

課題 ・目 的  

委員 会、 審議 会 等の WEB によ る開 催も 増 えて きて いる 中 で、 適

正な 報酬 額の 考 え方 等に つい て整 理 する 。  

取組 内容  

他市 事例 を研 究 し、 本市 の報 酬額 に つい て検 証す ると と も に 、ニ

ュー ノー マル 時 代の 報酬 額に つい て も研 究す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

他 市 事 例 研 究  →  検討    
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取組 項目  １３  集 会施 設 等の 使用 料の 見直 し  

担当 課  コミ ュニ ティ 文 化課  関連 課   

課題 ・目 的  

集会 施設 等の 使 用料 の見 直し を行 う こと によ り、 受益 者 負担 の適

正化 を図 る。  

①市 内の 集会 施 設の うち 、 無 料の 施 設の 有料 化を 検討 す る。  

②有 料施 設の 使 用料 が適 正で ある か どう かを 検討 し、 適 正で ない

場合 は使 用料 を 改定 する 。  

取組 内容  

「小 金井 市受 益 者負 担基 準」 に沿 っ て検 討す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

調査  →  →  検討   

 

取組 項目  １４  証 明書 発 行手 数料 の見 直し  

担当 課  市民 税課  関連 課  資産 税課 ／納 税 課  

課題 ・目 的  

今後 、オ ンラ イ ン申 請等 によ る証 明 書発 行 の 利便 性が 向 上す るこ

と等 を踏 まえ 、 受益 者負 担の 適正 化 の検 討を 進め る。  

取組 内容  

税証 明書 の発 行 手数 料に つい て、 受 益者 負担 の適 正化 を 図る 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

検討  ・調 査  

・検 討  

・準 備  

・実 施  

・調 査  

・検 討  

・準 備  

・実 施  
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取組 項目  １５  下 水道 使 用料 の 減 免基 準の 見 直し  

担当 課  下水 道課  関連 課   

課題 ・目 的  

下水 道使 用料 は 、他 の減 免基 準と 比 較す ると 減免 対象 が 広い た

め、 公平 性の 観 点か ら減 免基 準に つ いて 見直 しを 検討 す る。  

取組 内容  

庁内 の他 の使 用 料、 東京 都下 水道 局 ・水 道局 の減 免基 準 等の 確認  

他市 の減 免基 準 の調 査・ 検証  

今後 の下 水道 施 設の 長寿 命化 ・ス ト ック マネ ジメ ント に 係る コス

トの 観点 から 、 下水 道使 用料 とと も に 使 用料 の減 免基 準 につ いて

も検 証す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

調査  ・調 査  

・課 内検 討  

・課 内検 討  

・審 議会 等

検討  

・庁 内検 討  

・実 施  

 

 

取組 項目  １６  自 転車 駐 車場 料金 の見 直し  

担当 課  交通 対策 課  関連 課   

課題 ・目 的  

自転 車駐 車場 の 利用 料金 につ いて 、 基本 的な 考え 方等 を 整理 し、

小金 井市 受益 者 負担 基準 を踏 まえ た 見直 し等 を検 討す る 。  

取組 内容  

他市 の料 金や 、 本市 の利 用実 態の 把 握、 駐輪 場の 今後 の 動向 など

を調 査・ 検証 し 、市 民生 活へ の影 響 等も 踏ま え検 討を 進 める 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

調査  検討  →  →  準備  

 

 



- 47 - 

 

 

取組 項目  １７  奨 学金 制 度の 検討  

担当 課  庶務 課  関連 課   

課題 ・目 的  

成績 優秀 かつ 経 済的 な困 難を 抱え た 生徒 ・学 生に 対し て 、修 学で

きる よう 支援 す る。 国や 都の 制度 、 他市 の取 組等 を踏 ま え、 今後

の在 り方 や制 度 につ いて 随時 見直 し 等 を 行う 。  

取組 内容  

毎年 度、 奨学 資 金運 営委 員会 で検 討 。奨 学資 金を 必要 な 方に 行き

渡せ る制 度づ く りや 、出 願様 式及 び 選考 基準 など も 見 直 す。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

身 体 要 件 廃

止 、 所 得 制 限

設 定 、 定 員 枠

の 見 直 し 実 施  

検討  

 

→  →  →  

 

取組 項目  １８  上 水公 園 運動 施設 の有 料化  

担当 課  スポ ーツ 振興 担 当  関連 課   

課題 ・目 的  

受益 者負 担の 適 正化 の観 点か ら、 運 動施 設の 有料 化を 検 討す る。  

有料 化に 当た っ ては 、利 用者 の理 解 が得 られ るよ う、 ス ポー ツ関

係団 体や 一般 利 用者 等と の協 議を 行 うと とも に、 有料 施 設と して

更な るサ ービ ス の向 上、 施設 の整 備 等を 検討 する 。  

取組 内容  

スポ ーツ 関係 団 体等 への ヒア リン グ やス ポー ツ推 進審 議 会と の意

見交 換。「小 金井 市受 益者 負担 基準 」 及び 他施 設の 使用 料 等を 勘案

し、 適正 な使 用 料を 算出 する 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 調査  

 

検討  準備  実施  

 

 



- 48 - 

 

 

取組 項目  １９  公 民館 使 用団 体未 利用 時間 の 使用 料有 料化  

担当 課  公民 館  関連 課   

課題 ・目 的  

小金 井市 公民 館 中長 期計 画に おい て 、団 体使 用が 行わ れ てい ない

施設 の未 利用 時 間に つい ては 規定 を 作り 、有 料で 貸し 出 すこ とを

検討 する こと と した 。  

取組 内容  

小金 井市 公民 館 中長 期計 画の 基本 的 考え 方を 踏襲 し、 有 料化 を実

施す る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

使 用 料 の 試 算  ・ 使 用 料 案 の 作 成  

・ 使 用 料 徴 収 の 仕

組 み 案 作 成  

・ 市 民 説 明 会  

・ 条 例 改 正 手 続 き  

予 算 要 求  

・ 改 正 条 例 施 行  

・ 徴 収 開 始  

推 進  →  

 

取組 項目  ２０  組 織改 正  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課  全課  

課題 ・目 的  

時代 に即 した 経 営 課 題に 適切 に対 応 し、 効果 的・ 効率 的 な組 織運

営を 可能 とす る 組織 改正 を検 討 す る 。新 庁舎 建設 を 控 え る中 で、

組織 と施 設の バ ラン スを 考慮 ・調 整 しな がら 検討 する 。  

取組 内容  

各部 署で 抱え る 課題 、今 後の 行政 運 営の 在り 方、 他市 の 事例 など

を調 査し 、新 庁 舎竣 工時 期を 見極 め つつ 、大 規模 改正 か 部分 改正

かな どを 検討 す る 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

調査  ・ 各 課 ニ ー ズ

調 査  

・ 事 例 研 究  

・検 討  

・推 進  

→  →  
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取組 項目  ２１  保 育業 務 の総 合的 な見 直し  

担当 課  保育 課  関連 課   

課題 ・目 的  

施設 の老 朽化 の 進行 や慢 性的 な保 育 士不 足等 が課 題と な って いる

公立 保育 園に つ いて 、子 ども の安 全 を第 一に 考え ると と もに 、多

様な 保育 ニー ズ への 対応 や、 更な る 保育 の質 の維 持・ 向 上を 図る

ため 、保 育業 務 の総 合的 な見 直し を 行う 。  

取組 内容  

築５ ０年 を経 過 する ３園 （く りの み 、わ かた け、 さく ら ）に つい

て、 段階 的に 定 員を 縮小 し廃 園す る 。生 み出 され た人 材 等は 残り

２園 等に 集約 し 、多 様な 保育 ニー ズ への 対応 及び 保育 の 質の 向上

など を図 る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

保 護 者 ・ 市 民

説 明 会 実 施  

・検 討  

・準 備  

実施  →  →  

 

取組 項目  ２２  補 助金 等 の見 直し  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課  財政 課  

課題 ・目 的  

補助 金等 は、 市 以外 の者 へ金 銭を 給 付す るも ので ある た め、 内容

ごと に終 期を 定 め、 公平 性、 公正 性 、公 益性 、重 要性 、 効果 性に

つい て検 証す る こと で 、 適正 な執 行 を図 る。  

取組 内容  

具体 的な 補助 金 等見 直し の 方 法に つ いて 、平 成３ ０年 ３ 月に 定め

た「 補助 金等 の 見直 し基 準 」 の更 新 を含 め、 関係 課と 協 議を 進め

る。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 ・ 関 係 課 調 整  

・ 検 討  

・検 討  

・準 備  

実施  推進  
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３  その他の新たな取組  

 

取組 項目  １  行政 経営 指 標の 策定  

担当 課  行政 経営 担当  関連 課  財政 課他  

課題 ・目 的  

行政 経営 上で 注 視す べき いく つか の 指標 等に つい て、 経 営上 の課

題を 可視 化 す る こと で課 題解 決に つ なげ る。  

取組 内容  

他市 の事 例を 研 究す ると とも に、 関 係部 署と 協議 を重 ね 、 策 定方

法や 各指 標に つ いて の適 正な 基準 等 につ いて 検討 する 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 ・ 事 例 研 究  

・ 関 連 課 協 議  

・検 討  

・策 定  

推進  →  

 

 

取組 項目  ２  投票 環境 の 向上  

担当 課  選挙 管理 委員 会 事務 局  関連 課   

課題 ・目 的  

期日 前投 票所 の 開設 日数 を増 やし 、投 票環 境を 向上 する た めの 課題

の一 つで ある 人 員確 保に つい て、現状 の会 計年 度任 用職 員 雇用 以外

のマ ンパ ワー の 確保 の方 法に つい て 他市 を参 考に 検討 す る。  

取組 内容  

期日 前投 票所 の 運営 のう ち補 助的 業 務（ 会場 設営 、受 付 、シ ステ

ム処 理、 投票 用 紙の 配付 、会 場内 誘 導、 来場 者の 誘導 等 ）に つい

て、 民間 事業 者 の活 用に よる 人員 確 保の 方法 を検 討す る 。  

年次 計画  

Ｒ３ （ 参 考 ）  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６  Ｒ７  

 ・ 各 市 調 査  

・ 課 題 の 抽 出 ・ 検 討  

・ 仕 様 書 の 精 査  

・ 予 算 計 上  

 

実施  推進  
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ペー ジ  用語  解説  

１  市民 の福 祉の 増 進  地方 自治 法上 で は 「 住民 の福 祉の 増 進 」。 本市 で

は、 市政 に関 わ る主 体と して 、在 住 する 人だ け

では なく 、 市 内 に通 勤・ 通学 する 人 を含 んで

「市 民」 とし 、 市民 の福 祉の 増進 を 図り ます 。  

３  類似 団体  市町 村を 人口 と 産業 構造 によ り分 類 した もの

で、 類似 する 他 市と の比 較に より 、 財政 状況 の

特徴 を把 握す る こと がで きる 。  

８  アフ ター コロ ナ  新型 コロ ナウ イ ルス 感染 症が 世界 的 に流 行し た

後の 社会 。コ ロ ナ以 前と 対比 で用 い る。  

１４  公民 連携  ＰＰ Ｐ（ Public Private Partnership の略 ）  

これ まで の行 政 主体 によ る公 共サ ー ビス を、 誰

が最 も有 効性 の ある 効率 的な サー ビ スの 担い 手

にな り得 るか と いう 観点 から 、行 政 と多 様な 構

成主 体（ 市民 、 自治 会、 町内 会、 Ｎ ＰＯ 、企 業

等） との 連携 に より 提供 して いく 考 え方 。 公 と

民が 連携 する 手 法の 総称 。  

２０  ワン スト ップ  １か 所で 様々 な 用事 が足 りる 、何 で も揃 うと い

う意 味  

２０  テレ ワー ク  情報 通信 技術 を 活用 した 、場 所や 時 間に 捕ら わ

れな い柔 軟な 働 き方 のこ と。  

２０  ＡＩ  Artificial Intell igence の略 で、 人 工知 能の こ

と。  

２０  ＲＰ Ａ  Robotic Process Automation の略 で 、こ れま

で人 間の みが 対 応可 能と 想定 され て いた 作業 又

はよ り高 度な 作 業を 、人 間に 代わ っ て実 施で き

るル ール エン ジ ンや AI、機 械 学習 等を 含 む認 知

技術 を活 用し て 代行 ・代 替す る取 組  
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ペー ジ  用語  解説  

２２  ネッ トワ ーク ハ ブ的 職

員  

個々 の市 民や 団 体等 をつ なぐ 役割 を はた す職

員。 コー ディ ネ ート 能力 （企 画、 調 整、 まと

め） が求 めら れ る。  

２２  三者 一体 の改 革  市民 、市 議会 、 行政 の三 者が 一体 と なっ て組 織

の改 善を 目指 す もの 。  

２３  ＧＩ ＧＡ スク ー ル構 想  １人 １台 端末 と 、高 速大 容量 の通 信 ネッ トワ ー

クを 一体 的に 整 備す るこ とで 、特 別 な支 援を 必

要と する 子供 を 含め 、多 様な 子供 た ちを 誰一 人

取り 残す こと な く、 公正 に個 別最 適 化さ れ、 資

質・ 能力 を一 層 確実 に育 成で きる 教 育Ｉ ＣＴ 環

境を 実現 する こ と。  

これ まで の教 育 実践 と最 先端 のＩ Ｃ Ｔの ベス ト

ミッ クス を図 る こと によ り、 教師 ・ 児童 生徒 の

力を 最大 限に 引 き出 す。  
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小金井市行財政改革２０２５（案）  

編集・発行  令和４年８月  

小金井市企画財政部企画政策課行政経営担当  

   〒184-8504 小金井市本町六丁目 6 番 3 号  

T E L：042-387-9807/  FAX：042-384-6426 

 



小金井市行財政改革市民会議（第７回）                資料２ 

                            令和４年５月１２日 

 

小金井市行財政改革２０２５（案）に対するパブリックコメントの実施 

  

市では、持続可能な行財政運営を実現するとともに、スマート自治体への転換等に

取り組むことで、市民サービスの維持・向上を図るため、小金井市行財政改革２０２

５（案）を作成しましたので、小金井市市民参加条例第１５条の規定に基づき、市民

の皆さんの意見を募集します。  

  

○計 画 名 称   小金井市行財政改革２０２５（案）  

 

○対 象   市内に在住・在勤・在学する方、市内に事務所もしくは事業

所を有する法人又はその他の団体  

 

○募 集 期 間   令和４年５月１３日（金）から同年６月１３日（月）まで  

 

○検討結果の公表等    令和４年７月（予定）。寄せられた意見等は、原則として住 

所・氏名等を除き公開させていただきます。また、意見等に対

する個別的な回答は行いません。検討を終えたときは、意見等

の内容並びに検討結果及びその理由を公表します。 

なお、個人情報、第三者を誹謗中傷するもの又は計画案に直 

接関係のないものに対しては、公表しない場合があります。 

また、賛否の結論だけを示したものについては、検討結果、 

市の考え方等は示しません。 

 

○配 布 場 所 等    計画（案）は、企画政策課（市役所本庁舎２階）、広報秘書

課広聴係（市役所第二庁舎１階）、情報公開コーナー（同庁舎

６階）、公民館各館、婦人会館、総合体育館、図書館（本



館）、保健センター及び東小金井駅開設記念会館で御覧いただ

けるほか、市ホームページでも公開しています。 

○提 出 方 法   住所（事務所の所在地）・氏名（団体名及び代表者名）・計

画名称を明記し、直接又は郵送、ファクシミリもしくは下記

のＵＲＬ・ＱＲコード（ＵＲＬをクリックし又はＱＲコード

を読み込み回答することもできます。）で次の提出先へ送付し

てください。 

なお、匿名での提出はできません。 また、原則として日本

語によることとしますが、他の言語での提出の際は、日本語

訳も送付してください。  

用紙は、市ホームページからもダウンロードが可能です。  

※ 市ホームページ専用フォームは、お使いのパソコン等の

動作環境により使用できない場合があります。その際は、電

子メール本文に必要事項を明記し、次の提出先へ送付してく

ださい。  

なお、添付ファイルのあるものは、受付できませんので御 

注意ください。 

○提出・問合せ先   小金井市企画財政部企画政策課企画政策係  

               〒184-8504  小金井市本町６－６－３  

                  （電 話）０４２－３８７－９８２６  

                  （ＦＡＸ）０４２－３８７－１２２４                          

（電子メール）s010199@koganei-shi.jp   

                     (インターネット)    

https://logoform.jp/f/vR2UF 

https://logoform.jp/f/vR2UF


小金井市行財政改革２０２５（案）

【概要版】

～「スマート自治体への転換」～

組織の持続性・健全性・多様性と市民福祉の増進

令和４年８月

企画財政部行政経営担当

小金井市行財政改革市民会議（第７回） 資料３

令和４年５月１２日
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１ 行財政改革２０２５の構成等

１

策定の目的
○ 現在の市の経営課題を明確にすること。
○ 課題解決に向けた市の行財政改革の方向性を明確にすること。
○ 課題解決のために実施すべき具体的な取組を明確にすること。

○ 行財政改革２０２５の方向性
⇒財政再建に集中する改革から始まり、「質の改革」との両輪の時代を経て、大きな成果を上げながら「まちづくり」を進めた。
⇒新たな経営課題に対応するために「ニューノーマル時代の質の改革」に集中的に取り組む。
⇒「ニューノーマル時代の質の改革」に直結する重点的な取組を明確化し、これに経営資源を戦略的に投入する。
⇒これらをプロセスとして目指すゴールは「スマート自治体への転換」と「その先にある市民福祉の増進」

○ 行財政改革の推進
⇒新型コロナウイルス感染症の拡大によって各分野に生じたパラダイムシフトへの早急な対応の必要性
⇒少子高齢化の進行に伴い、税収、職員等が自然減に転じることを見据えた対応の必要性

○ 行財政改革２０２５の方向性《３つの視点・３つの基本理念・３つの重点取組・４つの不変的取組》
◎行革2025の柱となる重点取組
⇒自治体DX（デジタル・トランスフォーメーション）：オンライン化等によるサービス向上、自動化技術等による生産性等向上
⇒公民連携・アウトソーシング：民間ノウハウによるサービス向上・職員が担うべき業務を明確化することでの生産性等向上
⇒公共施設マネジメント：将来負担への対応・適切な資源量調整による維持管理コストの適正化

○ 行財政改革２０２５で目指す成果（目標）
⇒３つの重点取組において、計画期間内に進捗率１００％達成する。

⇒ニューノーマル時代に適応するために、スマート自治体への転換及び多様な主体による市民福祉の増進を目指す。

○ 行財政改革２０２５の実現化方策
⇒重点取組ごとの旗振り役（部署）の設置・強化、実行役となる部署の強化
⇒重点取組を四半期ごとにリアルタイム管理し、適宜の修正によって推進（アジャイル経営）

○ 具体的な取組
⇒重点取組、行財政改革プラン2020・アクションプラン2020の継続取組、新規取組（重点取組に属さないもの）を具体化

計画の構成



２ 行財政改革２０２５の方向性

２

３つの重要な視点・３つの基本理念・３つの重点取組・４つの不変的取組

【今後の経営課題①】
少子高齢化の進行による税収・
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【今後の経営課題②】
コロナをきっかけとした急速なパラ
ダイムシフトへの対応
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３ 運用と推進体制

３

計画期間 令和４年度から令和７年度まで

○行革の推進する上での原動力は、

職員
行財政改革
２０２５

推進の原動力

※総務大臣主催の「自治体戦略
２０４０構想研究会」報告書で
は、スマート自治体への転換に
当たっては、職員には、高い専
門性、企画調整能力、コミュニ
ケーション能力が求められると
されている。

長期的な視点での人材育成を行財政改革の基本
に位置付け、職員の能力等の向上を図る。

人口減少社会においても市民福
祉の増進を図り続けられる組織
とするため、３つの重点取組に
よって、物理的に業務の役割分
担を見直し、職員が担うべきこ
との明確化を図るとともに、職
員が生き生きと働ける組織とす
る。

推進体制 進行管理

○３つの重点取組については、アジャ
イル経営の視点を取り入れ、四半期
ごとに推進担当が、行財政再建推進本
部に内容を報告し、必要に応じて修正
をかけるなど、迅速な取組の推進を図
ります。

※アジャイル経営とは
スピード感に優れた組織経営、サイク
ルの早い改革・改善を繰り返し柔軟に
政策を見直し改善につなげる経営手法

＜推進体制イメージ図＞

 DXの推進（DX推進担当）

 公民連携・アウトソーシング

 の推進（行政経営担当）

 公共施設マネジメント推進

（公共施設マネジメント推進担当）

第三の柱

DX関連課
公民連携・

　アウトソーシング実施課

公共施設所管課

【重点取組の推進】

関係部署連携

推進主体

第一の柱

第二の柱

実行役
推進リーダー

意思決定

小金井市行財政
改革審議会

意見照会・諮問・答申

【計画策定・進行管理】

小金井市行財政再建推進本部



４ 重点取組以外の優先的取組等

４

優先的取組
の位置付け

○３つの重点取組には属さないものの、行財政改革の基本として優先的に実施すべき
もの

○ 組織改正
⇒新たな行政課題への対応
⇒組織改正による戦略的人員配置
⇒慢性的な多忙部署への対応

○ 補助金等の見直し
⇒平成３０年度に策定した見直し基準に基づき、廃止縮小等を行い、生み出し財源を他の予算に振り向ける。

○ 債権管理の強化
⇒税以外の債権管理ついても段階的に強化し、歳入の確保・制度の公平の担保を図る。

○ 改善・改革運動「ＣｏＣｏからチャレンジ・こがねい」の実施
⇒行革に対する職員の理解を高めるととともに、改善・改革のしやすい職場づくりを図る。

○ 受益者負担の適正化
⇒今後税収が減少する中で、行政サービスを維持し、公平性を担保するため、受益者負担の適正化を図る。

優先的
取組項目


